
 制 定 平成２０年３月７日 

 

大阪市地域自立支援協議会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 障がい者の地域における生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、大阪市

における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な

協議の場として大阪市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、大阪市障害者施策推進協議会条例第６条第１項に規定する地域自立支援協

議部会として設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は次に掲げる事項を調査・審議する。 

(１) 障がい者支援に関わる機関のネットワークの構築に関すること 

(２) 区地域自立支援協議会から寄せられる相談支援及び社会資源に関する課題に関す

ること 

(３) 市域内の社会資源の活用及び改善の検討に関すること 

(４) 委託相談支援事業者の運営評価に関すること 

(５) その他相談支援体制の充実に必要とされる事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げるもののうちから、大阪市障害者施策推進協議会条例

第５条第１項により市長が委嘱した専門委員及び第６条第２項により会長が指名した委

員で組織するものとする。 

(１) 委託相談支援事業者 

(２) 障がい福祉サービス事業者 

(３) 障がい者又は障がい者団体関係者のうち、障がい者ケアマネジメントに関する知識

と経験を有する者 

(４) 地域福祉推進機関 

(５) 企業・雇用関係者 

(６) 学識経験者 

(７) 保健・医療関係者 

(８) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有し、必要と認め

られる者 

 

（意見の聴取） 

第４条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。 

 

（庶 務） 

第５条 協議会の庶務は福祉局障がい者施策部障がい福祉課が行う。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は大阪市障害者施策推

進協議会条例第６条第３項に規定する部会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

 


